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(57)【要約】
【課題】省電力化を図りつつ、ページングデータを確実
に受信できる技術を提供する。
【解決手段】基地局からのページングのタイミングに同
期した間欠受信周期の受信タイミングで間欠的に受信動
作を行う移動体通信機器は、前記基地局から送信される
電波の受信感度を測定する測定手段と、前記測定手段に
より測定された前記受信感度が所定値より大きければ、
前記基地局がページングデータを送信してから該ページ
ングデータを再送するまでの時間を再送時間として、該
再送時間と前記間欠受信周期とに基づいて定まるスキッ
プ周期で、前記受信タイミングにおける前記受信動作を
スキップする間欠受信制御手段と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局からのページングのタイミングに同期した間欠受信周期の受信タイミングで間欠
的に受信動作を行う移動体通信機器であって、
　前記基地局から送信される電波の受信感度を測定する測定手段と、
　前記測定手段により測定された前記受信感度が所定値より大きければ、前記基地局がペ
ージングデータを送信してから該ページングデータを再送するまでの時間を再送時間とし
て、該再送時間と前記間欠受信周期とに基づいて定まるスキップ周期で、前記受信タイミ
ングにおける前記受信動作をスキップする間欠受信制御手段と、
　を有する移動体通信機器。
【請求項２】
　前記間欠受信制御手段は、前記移動体通信機器自身に宛てた発信を行うことにより、該
発信に応じて前記基地局が送信したページングデータの再送時間を測定する、請求項１に
記載の移動体通信機器。
【請求項３】
　前記間欠受信制御手段は、前記間欠受信周期をＤ、前記再送時間をＴとして、
　Ｄ×（n－１）＜Ｔ≦Ｄ×n
　の式を満たす前記ｎが自然数の偶数である場合、前記間欠受信周期の２倍を前記スキッ
プ周期とし、該式を満たす前記ｎが自然数の奇数である場合、前記間欠受信周期の３倍を
前記スキップ周期とする、請求項１又は２に記載の移動体通信機器。
【請求項４】
　前記間欠受信制御手段は、前記基地局から着信があることを示す第１の着信情報を受信
してから、該基地局から着信があることを示す第２の着信情報を受信するまでの時間を前
記再送時間として測定する、請求項３に記載の移動体通信機器。
【請求項５】
　前記間欠受信制御手段は、自身からの前記着信において、前記基地局から第１の着信情
報を受信してから所定期間内に第２の着信情報を受信できなければ、前記間欠受信動作を
スキップしない、請求項４に記載の移動体通信機器。
【請求項６】
　前記所定期間は、前記間欠受信周期の６倍未満の期間である、請求項５に記載の移動体
通信機器。
【請求項７】
　前記測定手段は、サービングセルから送信される電波の受信レベルと、周辺セルから送
信される電波の受信レベルとを測定し、
　前記測定手段により測定された前記サービングセルの受信レベルが前記所定値以下であ
り、リセレクションを実行していない期間が所定時間以上であり、且つ該サービングセル
の受信レベルより前記周辺セルの受信レベルが高ければ、リセレクションを実行するリセ
レクション手段を更に有する、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の移動体通信機器。
【請求項８】
　前記間欠受信制御手段は、現在時刻が所定の時間帯内であれば、前記受信動作をスキッ
プする処理を適用する、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の移動体通信機器。
【請求項９】
　前記間欠受信制御手段は、前記移動体通信機器が充電中であれば、前記受信動作をスキ
ップする処理を適用する、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の移動体通信機器。
【請求項１０】
　前記間欠受信制御手段は、前記移動体通信機器が静止しているとき、前記受信動作をス
キップする処理を適用する、請求項１乃至９のいずれか１項に記載の移動体通信機器。
【請求項１１】
　基地局からのページングのタイミングに同期した間欠受信周期の受信タイミングで間欠
的に受信動作を行う移動体通信機器の制御方法であって、
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　前記基地局から送信される電波の受信感度を測定し、
　前記受信感度が所定値より大きければ、前記基地局がページングデータを送信してから
該ページングデータを再送するまでの時間を再送時間として、該再送時間と前記間欠受信
周期とに基づいて定まるスキップ周期で、前記受信タイミングにおける前記受信動作をス
キップする、移動体通信機器の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ぺ－ジングデータの間欠受信を制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunication System）のような通信システムで使
用される移動体通信機器（移動局）は、待ち受け中に基地局からの制御信号を連続的に受
信するのでなく、間欠的に受信部の電源をオンにして受信することにより、省電力化（バ
ッテリーセービング）を図っている。
【０００３】
　この受信動作は２段階に分けて行われる。第1段階として、移動局は、ＰＩＣＨ（Pagin
g Indicator Channel）を通じてネットワークから指定されたＤＲＸ（Discontinuous Rec
eiving）周期で間欠的に制御信号を受信する。このＰＩＣＨを通じて送信される制御信号
には、例えば０．２５ミリ秒の短期間のページング・インジケータ（PI）が多数含まれて
いる。このページング・インジケータ（PI）は、1つ、または複数の移動局宛てのページ
ング信号が発生しているか否かを示す制御信号である。
【０００４】
　各移動局は、自局の識別子ＩＭＳＩ（International Mobile Subscriber Identity）に
基づいてＰＩを監視することによって、自局宛てのページング信号（着信）の有無を判定
する。
【０００５】
　自局宛のページング信号がある場合は、移動局は第２段階として、ページング信号を受
信する。
【０００６】
　ＵＭＴＳにおいては、このページング信号（ページングデータ）は物理チャネルＳＣＣ
ＰＣＨ（Secondary Common Control Physical Channel）上にマッピングされたトランス
ポートチャネルであるＰＣＨ（Paging Channel）を使用して伝送される。ＰＣＨは例えば
、１０ミリ秒程度の比較的長期間に渡って受信される。このＰＣＨがマッピングされる無
線フレームは、ＰＩＣＨのＰＩフレームに対して所定の時間差を有するように関連付けら
れる。
【０００７】
　受信したページング信号には、移動局へのページング要求が含まれる。移動局は、この
ページング要求に対しページング応答（受信応答）を基地局へ返し、その後に下りのデー
タ伝送が開始される。
【０００８】
　特許文献１に記載の基地局は、着信があった端末にページングデータを送信し、ページ
ングデータに対する受信応答がなければ、間欠受信周期が経過後に、そのページングデー
タを再送する。そして、移動局の消費電力を更に抑制するため、同文献に記載の端末は、
伝送路環境が安定している場合において、ページングデータを間欠受信する周期を、伝送
路環境が安定していない場合より長い周期に変更している。この端末が間欠受信の周期を
変更前の２倍に変更したとき、変更前に比較して、間欠受信動作が１間欠受信周期ごとに
スキップされることとなる。
【特許文献１】特開２００５－２６０９０６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１に記載の端末では、基地局がページングデータを再送しても、端末
がそのページングデータを受信できないことがあった。
【００１０】
　例えば、特許文献１の記載の基地局は、間欠受信周期で、ページングデータを２回送信
しているが、基地局には、ページングデータを送信後、端末が受信応答を基地局に返さな
い場合に、間欠受信周期（例えば、２．５６秒）より長い再送時間（例えば、４秒後）が
経過後に、ページングデータを再送する方式のものがある。
【００１１】
　この方式では、特許文献１に記載の端末が、間欠受信動作を１間欠受信周期ごとにスキ
ップする場合、基地局がページングデータを再送する期間において、端末が間欠受信動作
をスキップすることとなるので、再送されたページングデータを端末が間欠受信できなく
なってしまう。
【００１２】
　間欠受信動作をスキップしなければ、端末は、ページングデータを受信しやすくなるが
、端末の電力消費量の低減を図ることはできない。
【００１３】
　このように、特許文献１に記載の構成では、消費電力の低減を図ったときに、端末（移
動体通信機器）がページングデータを受信できないことがあるという問題があった。
【００１４】
　本発明は、省電力化を図りつつ、ページングデータを確実に受信できる技術を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明の移動体通信機器は、基地局からのページングのタ
イミングに同期した間欠受信周期の受信タイミングで間欠的に受信動作を行う移動体通信
機器であって、前記基地局から送信される電波の受信感度を測定する測定手段と、前記測
定手段により測定された前記受信感度が所定値より大きければ、前記基地局がページング
データを送信してから該ページングデータを再送するまでの時間を再送時間として、該再
送時間と前記間欠受信周期とに基づいて定まるスキップ周期で、前記受信タイミングにお
ける前記受信動作をスキップする間欠受信制御手段と、を有する。
【００１６】
　本発明の移動体通信機器の制御方法は、基地局からのページングのタイミングに同期し
た間欠受信周期の受信タイミングで間欠的に受信動作を行う移動体通信機器の制御方法で
あって、前記基地局から送信される電波の受信感度を測定し、前記受信感度が所定値より
大きければ、前記基地局がページングデータを送信してから該ページングデータを再送す
るまでの時間を再送時間として、該再送時間と前記間欠受信周期とに基づいて定まるスキ
ップ周期で、前記受信タイミングにおける前記受信動作をスキップする、移動体通信機器
の制御方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、移動体通信機器は、受信感度が所定値より大きければ、間欠受信周期
と、ページングデータの再送時間とに基づいた周期で、間欠受信における受信動作をスキ
ップするので、基地局がページングデータを再送する時期において、移動体通信機器が受
信動作をスキップしてしまうことが少なくなる結果、省電力化を図りつつ、移動体通信機
器はページングデータを確実に受信できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（第１の実施形態）
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　本発明を実施するための第１の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、本実施形態の通信システム１の構成を示す全体図である。通信システム１は、
基地局装置１と携帯端末２とを有する。通信システム１は、通信方式として、例えば、３
ＧＰＰ（Third Generation Partnership Project）に準拠したＷ－ＣＤＭＡ（Wideband C
ode Division Multiple Access）方式を使用する。
【００２０】
　基地局装置１は、携帯端末２等の複数の端末を収容し、収容した携帯端末に通信サービ
スを提供する。
【００２１】
　この通信システムにおいては、間欠受信が使用される。間欠受信は、携帯端末（２）の
待ち受け時（idle mode）に基地局装置１から送られる信号を必要なときだけ起動させて
省電力化（バッテリーセービング）を図る技術である。
【００２２】
　図２（ａ）～（ｃ）を参照して、間欠受信制御について説明する。Ｗ－ＣＤＭＡ方式で
は、「Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式」（立川敬二監修、丸善株式会社、p222-223）に記載さ
れているように、通信システムは、待ち受け中のバッテリーセービングを向上するために
Paging Indicator Channel(PICH)を使用した間欠受信を行う。基地局装置１は、着信の有
無を通知するため、短い時間、Paging Indicator(PI)を送信する。待ち受け中の携帯端末
２は、通常、このＰＩの送信タイミングのみ、ＰＩを受信し、ＰＩにて着信があることを
知らされた場合に、ＰＩＣＨに対して関連付けられているＳＣＣＰＣＨ（Secondary Comm
on Control Physical Channel）上にマッピングされたＰＣＨを通じてのページングデー
タの受信を開始する。
【００２３】
　図２（ａ）に示すように、ＰＩがマッピングされるフレームの間欠受信周期は、ＤＲＸ
Discontinuous Receiving）周期（例えば、２．５６秒）として、基地局からの報知情報
により指定される。同図（ａ）において、黒で塗りつぶされたフレームが、携帯端末２が
受信すべきデータが含まれるフレームであり、白で塗りつぶされたフレームは、携帯端末
２が受信しないフレームである。各ＤＲＸ周期において、２ｋフレーム（ｋは、６～９の
整数）が送信される。
【００２４】
　同図（ｂ）に示すように、各フレームは、３００ビットの信号から構成されており、そ
のうち、２８８ビットがページングインジケータとして使用される。
【００２５】
　同図（ｃ）に示すように、これらのＰＩ（２８８ビットのＰＩ）は、Ｎｐ個の群（Ｎｐ
は、１８、３６、７２、または１４４）に群分けされており、待ち受け中の携帯端末２は
、自機のＰＩが含まれる群のＰＩのみ受信すればよい。同図（ｃ）において、黒で塗りつ
ぶされた群Ｐｑは、携帯端末２が受信すべきＰＩの群であり、白で塗りつぶされた群は、
携帯端末２が受信する必要のない群である。例えば、Ｎｐ＝３６の場合、２８８ビットの
ＰＩは３６の群に分けられ、各群は、８ビットから構成される。８ビットの各群は、約０
．２５ミリ秒間で送信される。携帯端末２は、このうち、自機に対応する群のみを受信す
ればよい。
【００２６】
　図１に戻り、携帯端末２に着信があったときは、基地局装置１は、その携帯端末２に対
応するＰＩを着信有に設定する。
【００２７】
　そして、基地局装置１は、ＰＩを着信有にした後、ＤＲＸ周期に応じたタイミングで、
ＰＣＨ（Paging Channel）を使用して、ページングデータを携帯端末２に送信する。
【００２８】
　基地局装置１は、送信したページングデータに対する受信応答を、所定期間内に携帯端
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末２から受信しなければ、１回目に着信有のＰＩを送信してから、再送時間が経過するま
で、ＰＩに着信無を設定する。再送時間が経過したとき、基地局装置１は、ＰＩに着信有
を設定し、ページングデータを携帯端末２へ再送する。
【００２９】
　携帯端末２は、携帯電話機などの移動体通信機器である。携帯端末２は、受信レベル監
視部２１、および間欠受信制御部２３を有する。
【００３０】
　受信レベル設定部２１は、基地局装置１から送信される電波の受信感度（受信レベル）
を測定する。受信レベル監視部２１は、受信レベルとして、例えば、ＲＳＣＰ（希望波受
信電力：Received Signal Code Power）や、最勢力局のＲＳＣＰと全受信電力の比である
Ec/Noを測定する。
【００３１】
　間欠受信制御部２３は、基地局装置１から通知されたＤＲＸ周期２３１を予め記憶して
おく。また、間欠受信制御部２３は、基地局装置１に設定されたページングデータの再送
時間２３５を取得する。
【００３２】
　再送時間２３５の取得方法について説明する。間欠受信制御部２３は、自機宛てに、Ｓ
ＭＳ（Short Message Service）メール２３３を送信する。そして、基地局装置１は、Ｓ
ＭＳメール２３３を受け付け、着信有を示すＰＩを送信し、その後に１回目のページング
データを送信するが、間欠受信制御部２３は、このページングデータに対し、基地局装置
に１に受信応答を返さない。受信応答を受けなかった基地局装置１は、再送時間経過後に
着信有のＰＩを送信し、ページングデータを再送するが、携帯端末２は、再送されたペー
ジングデータに対しても受信応答しない。そして、携帯端末２は、１回目の着信有のＰＩ
受信時から、２回目の着信有のＰＩ受信時までの時間を測定し、再送時間として記憶して
おく。
【００３３】
　携帯端末２は、ＤＲＸ周期で起床（ウェークアップ）期間しかＰＩを監視しないので、
携帯端末２が測定する再送時間は、ＤＲＸ周期の倍数に近い値となる。
【００３４】
　間欠受信制御部２３は、受信レベルが所定値より大きい場合、下記の（１）式を充足す
る自然数ｎの値を算出する。
【００３５】
　Ｄ×（n－１）＜Ｔ≦Ｄ×n・・・（１）
　上記（１）式において、「Ｄ」は、ＤＲＸ周期、Ｔは、再送時間である。算出したｎが
、奇数であれば、間欠受信制御部２３は、２回に１回の受信動作をスキップする。ｎが奇
数であるときは、ＴはＤＲＸの奇数倍に近い値となる。この場合、携帯端末２が２回に１
回の受信動作をスキップすることとすれば、基地局装置１がページングデータの再送する
時期に、携帯端末２が受信動作をスキップしてしまう確率が低くなる。
【００３６】
　上記（１）式において、ｎが偶数であれば、間欠受信制御部２３は、３回に１回の受信
動作をスキップする。ｎが偶数であるときは、ＴはＤＲＸの偶数倍に近い値となる。この
場合、携帯端末２が３回に１回の受信動作をスキップすることとすれば、基地局装置１が
ページングデータを再送する時期に、携帯端末２が受信動作をスキップしてしまう確率が
低くなる。
【００３７】
　ここで、ｎが６倍のときは、携帯端末２がスキップした周期にページングデータが送信
され、その後６ＤＲＸ周期（再送周期）が経過してページングデータが再送されたときに
おいて、携帯端末２が、間接受信をスキップしてしまい、携帯端末２は、ページングデー
タを受信できなくなってしまう。しかしながら、通常、基地局装置には、１０秒より長い
再送時間が設定されることはないので、６ＤＲＸ周期（１５．３６秒）以上が経過してペ
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ージングデータが再送されることは想定しにくい。
【００３８】
　図３は、本実施形態の基地局装置１の動作を示すフローチャートである。この動作は、
基地局装置１が、収容する携帯端末（２）を登録したときに開始する。同図を参照すると
、基地局装置１は、携帯端末に対する着信を受け付けたか否かを判断する（ステップＳ１
）。着信がなければ（ステップＳ１：ＮＯ）、基地局装置１はステップＳ１に戻る。
【００３９】
　着信があれば（ステップＳ１：ＹＥＳ）、基地局装置１は、その携帯端末に対応するＰ
Ｉに着信有を設定して送信する（ステップＳ３）。
【００４０】
　着信有のＰＩ送信後、ＤＲＸ周期が経過したときに、基地局装置１は、ＰＣＨ（Paging
 Channel）を通じて、ページングデータを、着信のあった携帯端末へ送信する（ステップ
Ｓ５）。基地局装置１は、ページングデータに対する受信応答を、所定期間内に着信先の
携帯端末から受信したか否かを判断する（ステップＳ７）。
【００４１】
　受信応答を受信していなければ（ステップＳ７：ＮＯ）、基地局装置１は、１回目のＰ
Ｉおよびページングデータを送信してから再送時間が経過したときに、その携帯端末に着
信有を設定した２回目のＰＩを送信し（ステップＳ９）、ページングデータを再送する（
ステップＳ１１）。
【００４２】
　受信応答を受信していない場合（ステップＳ７：ＮＯ）、またはステップＳ１１の後、
基地局装置１は、携帯端末の登録が解除されたか否かを判断する（ステップＳ１３）。登
録が解除されたのであれば（ステップＳ１３：ＹＥＳ）、基地局装置１は、この動作を終
了する。登録が解除されたのであれば（ステップＳ１３：ＮＯ）、基地局装置１は、ステ
ップＳ１に戻る。
【００４３】
　図４は、本実施形態の携帯端末２の動作を示すフローチャートである。この動作は、携
帯端末２が基地局装置１に登録されたときに開始する。同図を参照すると、携帯端末２は
、自身が待ち受け状態であるか否かを判断する（ステップＴ１）。待ち受け状態でなけれ
ば（ステップＴ１：ＮＯ）、携帯端末２は、ステップＳ１に戻る。
【００４４】
　待ち受け状態であれば（ステップＴ１：ＹＥＳ）、受信レベル監視部２１は、受信レベ
ルとして、Ec/NoおよびRSCPを測定する（ステップＴ３）。間欠受信制御部２３は、間欠
受信制御処理を実行する（ステップＴ５）。
【００４５】
　携帯端末２は、自機が待ち受け状態から復帰したか否かを判断する（ステップＴ７）。
待ち受け状態から復帰したのであれば（ステップＴ７：ＹＥＳ）、携帯端末２は、この動
作を終了する。待ち受け状態から復帰していなければ（ステップＴ７：ＮＯ）、携帯端末
２は、ステップＴ１に戻る。
【００４６】
　図５は、本実施形態の間欠受信制御処理を示すフローチャートである。同図を参照する
と、間欠受信制御部２３は、Ec/Noが１５ｄＢより大きいか、ＲＳＣＰがー１０５ｄＢよ
り大きい（受信レベルが所定値より大きい）か否かを判断する（ステップＴ５１）。
【００４７】
　受信レベルが所定値より大きければ（ステップＴ５１：ＹＥＳ）、間欠受信制御部２３
は、間欠受信スキップ周期を設定済であるか否かを判断する（ステップＴ５３）。
【００４８】
　間欠受信スキップ周期を設定していなければ（ステップＴ５３：ＮＯ）、間欠受信制御
部２３は、再送時間取得処理を実行する（ステップＴ５５）。間欠受信制御部２３は、上
記（１）式を満たす整数ｎの値を算出し、整数ｎが自然数であるか否かを判断する（ステ
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ップＴ５７）。
【００４９】
　ｎが自然数であれば（ステップＴ５７：ＹＥＳ）、間欠受信制御部２３は、自然数ｎが
奇数であるか否かを判断する（ステップＴ５９）。
【００５０】
　自然数ｎが奇数であれば（ステップＴ５９：ＹＥＳ）、間欠受信制御部２３は、ＤＲＸ
周期の２倍の周期を間欠受信スキップ周期に設定する（ステップＴ６１）。自然数ｎが偶
数であれば（ステップＴ５９：ＮＯ）、間欠受信制御部２３は、ＤＲＸ周期の３倍の周期
を間欠受信スキップ周期に設定する（ステップＴ６３）。
【００５１】
　間欠受信スキップ周期を設定済である場合（ステップＴ５３：ＹＥＤ）、ステップＴ６
１、またはＴ６３の後、間欠受信制御部２３は、ＤＲＸ周期で基地局装置１からの制御信
号（ＰＩ等）を間欠受し、間欠受信スキップ周期で間欠受信設定処理をスキップする（ス
テップＴ６３）。
【００５２】
　受信レベルが所定値以下である場合（ステップＴ５１：ＮＯ）、またはｎが自然数でな
い場合（ステップＴ５７：ＮＯ）、間欠受信制御部２３は、間欠受信周期で間欠受信する
（ステップＴ６７）。ステップＴ６５、またはＴ６７の後、間欠受信制御部２３は間欠受
信制御処理を終了する。
【００５３】
　図６は、再送時間取得処理を示すフローチャートを示す図である。同図を参照すると、
間欠受信制御部２３は、再送時間を取得済であるか否かを判断する（ステップＴ５５１）
。
【００５４】
　再送時間を取得していなければ（ステップＴ５５１：ＮＯ）、間欠受信制御部２３は、
ＳＭＳメールを自機（２）宛てに送信する（ステップＴ５５３）。間欠受信制御部２３は
、着信有のＰＩを２回受信したか否かを判断する（ステップＴ５５５）。
【００５５】
　着信有のＰＩを２回受信したのであれば（ステップＴ５５５：ＹＥＳ）、間欠受信制御
部２３は、１回目の着信有のＰＩを受信してから、２回目の着信有のＰＩを受信するまで
の時間を再送時間とする（ステップＴ５５７）。
【００５６】
　着信有のＰＩを２回受信していなければ（ステップＴ５５５：ＹＥＳ）、１回目の着信
有のＰＩを受信してから所定の設定時間が経過したか否かを判断する（ステップＴ５５９
）。
【００５７】
　設定時間が経過していなければ（ステップＴ５５９：ＮＯ）、間欠受信制御部２３は、
ステップＴ５５５に戻る。設定時間が経過したのであれば（ステップＴ５５９：ＹＥＳ）
、間欠受信制御部２３は、再送時間を０秒に設定する（ステップＴ５６１）。
【００５８】
　再送時間を０秒とするか否かを判断するための設定時間は、少なくとも、基地局装置１
に設定済の再送時間より大きな値とする。前述したように、通常、基地局装置では、０～
１０秒を再送時間に設定するので、設定時間は１０秒よりも大きな値とするのが望ましい
。例えば、設定時間は、ＤＲＸ周期の５倍＝１２．８秒）とする。
【００５９】
　通常は、６ＤＲＸ周期以上が経ってからページングデータが再送されることはないが、
再送時間の設定値に規格上の制限はないため、基地局装置は、再送時間を６ＤＲＸ以上に
設定することもできる。再送時間がＤＲＸ周期の６倍と設定されると、上記（１）式を満
たす自然数ｎは偶数（６）となり、間接受信制御部３２は、３回に１回、間接受信動作を
スキップする。この制御方法では、携帯端末２がスキップした周期にページングデータが
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送信され、その後６ＤＲＸ周期（再送周期）が経過してページングデータが再送されたと
きにおいて、携帯端末２が、間接受信をスキップしてしまい、ぺージングデータを受信で
きなくなってしまう。これを避けるため、携帯端末２では、６ＤＲＸ未満の値を設定時間
とし、その値以上が測定されたときは、再送時間を０秒とする。
【００６０】
　再送時間を０秒とすれば、上記（１）式を満たす整数ｎの値は、０のみとなり、自然数
とならないので、携帯端末２は、受信動作をスキップせず、確実にページングデータを受
信できる。
【００６１】
　再送時間を取得している場合（ステップＴ５６３：ＮＯ）、ステップＴ５５７、または
Ｔ５６１の後、間欠受信制御部２３は、再送時間取得処理を終了する。
【００６２】
　図７（ａ）および（ｂ）を参照して、本実施形態の通信システム１の動作結果について
説明する。同図（ａ）および（ｂ）は、本実施形態の携帯端末２の間欠受信動作を示す図
である。同図（ａ）および（ｂ）において、横軸は時間軸である。黒で塗りつぶした長方
形に該当する時間において、携帯端末２は、受信部（不図示）の電源をＯＮにして受信動
作を行う。それ以外の時間帯において、携帯端末２は受信部の電源をＯＦＦにして電力諸
費量を抑制する。白で塗りつぶした長方形に該当する時間において、携帯端末２は、受信
動作をスキップする。
【００６３】
　図７（ａ）に、上記（１）式を満たす自然数ｎが偶数であった場合（ステップＴ５７：
ＮＯ）、の携帯端末２の間欠受信動作を示す。同図を参照すると、携帯端末２は、ＤＲＸ
周期の３倍の周期で、受信動作をスキップしている。
【００６４】
　図７（ｂ）に、上記（１）式を満たす自然数ｎが奇数であった場合（ステップＴ５７：
ＹＥＳ）の携帯端末２の間欠受信動作を示す。同図を参照すると、携帯端末２は、ＤＲＸ
周期の２倍の周期で、受信動作をスキップしている。
【００６５】
　このように携帯端末２が間欠受信を行えば、携帯端末２が、送信されたページングデー
タを受信できない確率が低くなる。上記（１）式を満たす自然数ｎが偶数の場合、再送時
間はＤＲＸ周期の偶数倍に近い値である。再送時間がＤＲＸ周期の２倍であった場合につ
いて考えると、間欠受信をスキップした時間にページングデータが送信されたときであっ
ても、２ＤＲＸ周期（再送時間）経過後は、受信動作をスキップする時間でないので、携
帯端末２は再送されたページングデータを受信でき、着信処理を完了することができる。
【００６６】
　自然数ｎが奇数の場合、再送時間はＤＲＸ周期の奇数倍に近い値である。再送時間がＤ
ＲＸ周期の３倍であった場合について考えると、間欠受信をスキップした時間にページン
グデータが送信されたときであっても、３ＤＲＸ周期（再送時間）経過後は、受信動作を
スキップする時間でないので、携帯端末２は再送されたページングデータを受信でき、着
信処理を完了することができる。
【００６７】
　このため、携帯端末２は、待ち受け状態において、受信動作をスキップして更に電力消
費を低減しつつ、確実に着信処理を完了できるようになる。
【００６８】
　なお、本実施形態では、間欠受信制御部２３は、再送時間を測定するため、ＳＭＳメー
ルを送信していたが、電話番号「１１１」の線路試験受付に問い合わせることもできる。
携帯端末２は、再送時間の測定のため、ＳＭＳメールの代わりに、i-mode（登録商標）メ
ールを送信してもよい。携帯端末２は、再送時間の測定のため、自身の番号に発信しても
よいし、自動送信サーバへメールを送信してもよい。
【００６９】



(10) JP 2010-141676 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

　以上説明したように本実施形態によれば、携帯端末２（移動体通信機器）は、受信感度
が所定値より大きければ、ＤＲＸ周期（間欠受信周期）と、ページングデータの再送時間
とに基づいた周期で、間欠受信における受信動作をスキップするので、基地局装置１がペ
ージングデータを再送する時期において、移動体通信機器が受信動作をスキップすること
が少なくなる結果、省電力化を図りつつ、移動体通信機器はページングデータを確実に受
信できる。
【００７０】
　間欠受信制御部２３は、ＳＭＳメールを送信することにより、ページングデータの再送
時間を取得するので、再送時間を任意の時期に取得することができる。
【００７１】
　前記間欠受信制御部２３は、１回目の着信有のＰＩ（第１の着信情報）を受信してから
、２回目の着信有のＰＩ（第２の着信情報）を受信するまでの時間を再送時間とするので
、ＰＩにより着信の有無を通知するＷ－ＣＤＭＡ方式を採用する移動体通信機器において
、間欠受信動作を最適化できる。
【００７２】
　前記間欠受信制御部２３は、１回目の着信有のＰＩを受信してから、設定期間内に２回
目の着信有のＰＩを受信しないのであれば、再送時間を０秒とし、受信動作をスキップし
ないので、通常想定される時間以上の再送時間が設定されていた場合に間接受信動作がス
キップされない結果、携帯端末２は、ページングデータを確実に受信できる。また、携帯
端末２は、再送時間の計測において、ページングデータを受信し損ねて、正確な再送時間
を取得できなかった場合であっても、ページングデータを確実に受信できる。
【００７３】
　設定時間を６ＤＲＸ未満の値とすることにより、６ＤＲＸ周期以上の、ＤＲＸの偶数倍
の再送時間が基地局装置１に設定されたときに、携帯端末２が（１）式に基づく間欠受信
動作においてページングデータを受信し損ねることを防ぐことができる。
【００７４】
　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態について図面を参照して説明する。図８は、本実施形態の携帯
端末２ａの構成を示すブロック図である。同図を参照すると、携帯端末２ａは、リセレク
ション制御部２２を更に有する以外は、第１の実施形態の携帯端末２と同様である。
【００７５】
　本実施形態の受信レベル監視部２１は、携帯端末２ａが登録されたサービングセルなら
ず、周辺のセルの受信レベルも測定する。
【００７６】
　リセレクション制御部は、サービングセルの受信レベルが所定値以下で、所定の設定時
間（例えば、５分）以上、リセレクションを行っておらず、且つ周辺セルの受信レベルが
サービングセルの受信レベルよりも高ければ、携帯端末２の登録先を、その周辺セルの基
地局に変更（リセレクション）する。
【００７７】
　図９は、本実施形態の携帯端末２ａの動作を示すフローチャートである。同図を参照す
ると、この動作は、ステップＴ３ａの代わりにステップＴ３ａ、Ｔ４を実行する以外は、
第１の実施形態の携帯端末２の動作と同様である。
【００７８】
　携帯端末２ａが待ち受け状態であれば（ステップＴ１：ＹＥＳ）、受信レベル監視部２
１は、サービングセル、周辺のセルの受信レベルをそれぞれ測定する（ステップＴ３ａ）
。そして、リセレクション制御部２２は、リセレクション制御処理を実行する（ステップ
Ｔ４）。
【００７９】
　図１０は、リセレクション制御処理を示すフローチャートである。同図を参照すると、
リセレクション制御部２２は、Ec/Noが１５ｄＢより大きいか、ＲＳＣＰがー１０５ｄＢ
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より大きい（受信レベルが所定値より大きい）か否かを判断する（ステップＴ４１）。
【００８０】
　受信レベルが所定値以下であれば（ステップＴ４１：ＮＯ）、リセレクション制御部２
２は、過去５分間にリセレクションを行ったか否かを判断する（ステップＴ４３）。
【００８１】
　過去５分間にリセレクションを行っていなければ（ステップＴ４３：ＮＯ）、サービン
グセルと周辺レベルとの受信レベルを比較し、周辺セルの受信レベルの方が高いか否かを
判断する（ステップＴ４５）。
【００８２】
　周辺レベルの受信レベルの方が高ければ（ステップＴ４５：ＹＥＳ）、リセレクション
制御部２２は、リセレクションを行う（ステップＴ４７）。
【００８３】
　受信レベルが大きい場合（ステップＴ４１：ＹＥＳ）、過去５分間にリセレクションを
行っていた場合（ステップＴ４３：ＹＥＳ）、サービングセルの受信レベルの方が高い場
合（ステップＴ４５：ＮＯ）、またはステップＴ４７の後、リセレクション制御部２２は
、リセレクション制御処理を終了する。
【００８４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、リセレクション制御部２２は、サービング
セルの受信レベルが所定値以下で、所定の設定時間（例えば、５分）以上、リセレクショ
ンを行っておらず、且つ周辺セルの受信レベルがサービングセルの受信レベルよりも高け
れば、リセレクションを実行するので、リセレクションにより受信レベルが上昇する結果
、携帯端末２は、ページングデータを確実に受信できる。
【００８５】
　（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態について図面を参照して説明する。本実施形態の携帯端末２は
、所定の時間帯においてのみ、間欠受信を最適化する点で、第１の実施形態の携帯端末２
と異なる。
【００８６】
　図１１は、本実施形態の間欠受信制御処理を示すフローチャートである。同図を参照す
ると、本実施形態の間欠受信制御処理は、間欠受信制御部２３がステップＴ５２を更に実
行する以外は、第１の実施形態の間欠受信制御処理と同様である。
【００８７】
　受信レベルが所定値より大きければ（ステップＴ５１：ＹＥＳ）、間欠受信制御部２３
は、現在時刻が、所定の時間帯（例えば、午前０時～午前６時）であるか否かを判断する
（ステップＴ５２）。
【００８８】
　所定の時間帯であれば（ステップＴ５２：ＹＥＳ）、間欠受信制御部２３は、間欠受信
スキップ周期が設定済であるか否かを判断する（ステップＴ５３）。所定の時間帯でなけ
れば（ステップＴ５２：ＮＯ）、間欠受信制御部２３は、ＤＲＸ周期で間欠受信動作を行
う（ステップＴ６５）。
【００８９】
　なお、本実施形態では、間欠受信動作を最適化する時間帯を予め設定しておく構成とし
ているが、最適化する時間帯をユーザが入力できる構成としてもよい。例えば、ユーザが
おやすみモードや睡眠中モードなどの所定のモードに設定したとき、午前０時～午前６時
の時間帯において、携帯端末２は、間欠受信動作を最適化する。
【００９０】
　また、携帯端末２が充電中であるときや、携帯端末２が静止しているときに、携帯端末
２は間欠受信動作の最適化を行う構成としてもよい。携帯端末２は、自身が静止している
か否かを、ジャイロセンサの測定値などから判断する。
【００９１】
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　図３～図５、図９～図１１に示したフローチャートの全部または一部は、コンピュータ
プログラムにより実現することもできる。
【００９２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、携帯端末２は、所定の時間帯において、受
信動作をスキップするので、バッテリーセービングが必要な時間帯を任意に設定でき、利
便性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の第１の実施形態の通信システム１の構成を示す全体図である。
【図２】（ａ）本発明の間欠受信動作を説明するための図である。（ｂ）本発明の間欠受
信動作を説明するための図である。（ｃ）本発明の間欠受信動作を説明するための図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施形態の基地局装置の動作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態の携帯端末の動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態の間欠受信制御処理を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第１の実施形態の再送時間取得処理を示すフローチャートである。
【図７】（ａ）本発明の第１の実施形態の携帯端末の間欠受信動作を示す図である。（ｂ
）本発明の第１の実施形態の携帯端末の間欠受信動作を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態の携帯端末の構成を示すブロック図である。
【図９】本発明の第２の実施形態の携帯端末の動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第２の実施形態のリセレクション制御処理を示すフローチャートであ
る。
【図１１】本発明の第３の実施形態の間欠受信制御処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９４】
　１　　通信システム
　２、２ａ　　携帯端末
　１０　　ページングデータ
　２１　　受信レベル監視部
　２２　　リセレクション制御部
　２３　　間欠受信制御部
　２３１　　ＤＲＸ周期
　２３３　　ＳＭＳメール
　２３５　　再送時間
　Ｓ１～Ｓ１３、Ｔ１～Ｔ７、Ｔ５１～Ｔ６７、Ｔ５５１～Ｔ５６１、Ｔ３ａ、Ｔ４１～
Ｔ４７　　ステップ
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